
大津市特定旅館建築規制条例執行フローチャート

旅館等の建築計画 

（特定旅館 禁止についての行政指導） 

（以下、条例の手続きを開始する） 

（事業者からの相談・協議） 

計画の公開 

届 出 

  ● 構造・設備基準                        （審 査） 
  ● 建築禁止地域 

【大津市】 【特定旅館建築審議会】 

【風俗適正化法】 
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条例の施行に関して
重要・必要事項につき、
市長の諮問に応じて

必要に応じて（※） 諮 問 

答 申 

滋賀県旅館等指導要綱の 
事前審査手続き開始 

結果通知書 

（旅館業法関係） 

本申請（営業開始前） 

法に定める「ラブホテル」に
該当・非該当の判断 

禁止地域外の特定旅館 禁止地域内の特定旅館 

※下記の案件は審議会に係らない 

 

(1)公益法人等、営利を目的としない団体の保養

所である場合 

 

(2)国際観光ホテル整備法に基づく登録をうけた

ホテル及び旅館である場合 

 

(3)法律による事業計画に基づく施設である場合 

 

(4)過去の営業実績及び建物外観等から明らか

に特定旅館に該当しないと判断できる既設施設

（ホテル、旅館、民宿等）の敷地内における、既

設施設の半分以下の増築等である場合 
 
(5)全国に同様の営業形態を持つホテル・旅館
であって、特定旅館に該当しないことが明らか
である施設の事業主が申請者である場合 
 
(6)カプセルホテル、合宿所、研修施設、民宿、
キャンプ場のロッジ、山小屋に類する施設で
あって、規則第２条第９号から第１２号までに規
定する設備、構造をすべて有するものの場合 
 
(7)各客室において炊事ができる設備（台所）を
有する形態の施設であって、規則第２条第１１
号および第１２号に規定する設備、構造をすべ
て有するものの場合 

× 


